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 南阿蘇村
みなみあそむら

 

熊本県 

福岡県 

長崎県 

佐賀県 

大分県 

宮崎県 

山口県 

南阿蘇村は、阿蘇くじゅう国

立公園阿蘇カルデラの南山麓に

位置し、広大な草原と豊かな湧

水に恵まれた、農業と観光を基

盤とする中山間地の村です。 

 平成 17年 2月、隣接する旧阿

蘇郡白水村、久木野村、長陽村の

3村合併により誕生しました。 

 「水の生まれる郷 南阿蘇」の

キャッチフレーズのとおり、環

境庁の日本名水百選に選定され

た「白川水源」をはじめ、村内各

所には豊かで清冽な湧水を数多

く有しています。 

この豊かな湧水がもたらす自

然環境や文化を次世代に継承

し、安心･安全で活力のあるむら

づくりに邁進しています。 

鹿児島県 

熊本 

鹿児島 

宮崎 

福岡 

長崎 

大分 

佐賀 

 



 

 

 

  

○熊本県認定研修機関認定されている研修機関は次のとおりです。（令和４年４月現在） 

        

※研修機関によって研修場所や研修品目が異なりますので、詳細は、それぞれの各研修機関にお尋ねください

いい。 

 

 
南阿蘇村農業研修生受入協議会とは（その１） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
南阿蘇村農業研修生受入協議会とは（その 2） 

 
知識や技術、経験は無くても農業を始めたいという強い希望や夢があり、前向き

で協調性、積極性のある就農希望者を支援する農業研修機関です。 

・農業に興味がある方は南阿蘇村で農業体験ができます。 

・南阿蘇村でベテラン農家の指導により農業技術、経営などのノウハウを学ぶ事が
出来ます。 

・随時募集を受け付けています。 

・新規就農者育成総合対策（就農準備資金）を受けることが出来ます。 

  
南阿蘇村農業研修生受入協議会のメンバー 

 
○23件の受入農家と関係機関や学識経験者等で構成されています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

南阿蘇村農業研修生受入協議会の活動 
 

本村の農業を担う新たな人材確保のため、就農希望者の方を対象に就農相談会や

就農現地ツアーを開催し、村の魅力の情報発信や就農に関するアドバイスを実施して

います。また東海大学と協力し「阿蘇援農コミュニティープロジェクト」拡大事業や新規

就農者の負担軽減のため熊本県の補助事業である新規就農スタートアップ支援力強

化事業に取り組んでいます。 

 “南阿蘇村「農のしごと」フェア＆相談会”を熊本市の蔦屋書店 三年坂で開催。 

 “南阿蘇村「農のしごと」就農・就業バスツアー”を開催。 

 “阿蘇援農コミュニティープロジェクト拡大事業” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談から独立・就農までのスケジュール（イメージ） 
 

 

南阿蘇村役場農政課農政係(0967-67-2706)までお問合せをお願いします。 

そこでは、農業研修開始までのスケジュールや手続き方法等を案内します。 

 

農地の取得や定住するまでの家の確保、また、国の制度の活用などの説明をいたしますが、

電話ではなかなか伝わりにくい事もありますので、できれば、相談窓口までお越しください。 

 

・空家バンクの登録、公営住宅の申込（公営住宅は単身以外で前年度の総所得によって審査さ

れます。） 

1.農業を始めたい（就農相談） 

 

申込には次の条件が必要です。 

・年齢が 49歳未満 

・南阿蘇村に定住し、新規就農または雇用就農する事 

2.研修申込 

 

体験研修で自分に合った受入農家を決める事ができます。そこの受入農家に 1年または 2年

間お世話になるので慎重に決めていただきます。 

（将来は農業師匠と呼べる農家を選定します。） 

4.受入農家を決める 

 

希望する受入農家、協議会、村農業委員会、協議会事務局などで構成されたメンバーで面接

を実施します。 

面接の内容は、研修期間や就農後にお世話になる方への紹介や、農業を目指すビジョンがし

っかり描けているのか、また、意志や協調性、継続性、体力面などの面接を行います。 

5.面接 

 

 

受入農家において 3 日間の体験研修が受けることができます。 

自分に合った受入農家を探すために必要です。 

3.体験研修 



・面接の状況写真             ・農業研修の確認 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月 1日に研修スタート 

研修期間中は、新規就農者育成総合対策（就農準備資金）150万円/年（最長 2年間）受け

る事ができます。（年齢 50歳未満が対象） 

また、毎月 15 千円（座学講座がない月の場合は 10 千円）を研修費として協議会へ納付す

る事となっています。 

 

研修期間中、農業を開始する事前の手続きがあります。 

 

(1)認定新規就農者の認定を受けるための手続き 
 

(2)認定新規就農者の認定書を受け取る 
 

(3)農地の確保（農業委員会への申請） 

 
(4)施設園芸の場合はビニールハウスの建設費用や運転資金の準備（青年等就農資金（無利
子）借受手続き） 

 
(5)人・農地プランの位置付けをする為の地元説明会の開催 

 
(6)施設園芸の場合はビニールハウス等の建設 

 
(7)新規就農者育成総合対策（経営開始資金）を受けるための手続き（年齢 50歳未満や一
定の条件が必要となります。） 

 

(8)村の補助事業の活用の手続き 
 

などなど、やっておくことがいっぱいあります。その都度、事務局からご案内いたします。 

 

7.農業開始の準備 

6.研修スタート 



協議会発足当時からの受 

入農家。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

                  

 

 

 

 

受入農家・研修生の紹介 
（取材に協力していただいた 2名の農家と 3名の研修生を紹介します。） 

（令和４年取材） 

 
 

小永章裕さん（27歳）（研修生） 
佐藤春生さんのもとでアスパラの栽培等を研修中 

「収穫量をしっかり上げて儲かる農家を目指して

います。将来は次世代に教えていける農家にな

り、農業を引き継いでいきたい。」 

亀川忠幹さん（26歳）（研修生） 
佐藤春生さんのもとでアスパラの栽培等を研修中 

 

「しっかり技術を学んで、儲かる農家、人のため

になる農業を目指して、研修を頑張ります！」 

佐藤春生さん 
主な作物は、アスパラガス 

 

「景色の良い南阿蘇村で一緒に農業をしましょ

う！」 

大津栄視さん 

 

主な作物は、苺 

「農業は自然相手でストレ

スが溜まらず、良い仕事だ

と思います。」 

福留章浩さん（46歳）（研修生） 

大津さんのもとで苺の栽培等を研修中 

「令和 5 年の自立に向け、日々農業全

般を教えていただいています。知識と経

験を積んで一日も早く一人前の農家と

して認めてもらえるように努力していま

す。」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の支援制度 
 

国及び本村には農業研修生及び独立・自営就農者に支援制度があります。 

農業開始時は農機具購入、施設導入など色々と初期投資が必要になりますが、補助や資金の

支援制度を活用し、地域に担う農業者になっていただきたいと思います。 

 

 

（阿蘇五岳） 

 

国の支援 

新規就農者育成総合対策（就農準備資金） 

50歳未満で就農前に県認定研修機関での研修期間（1～2年）の生活安定を支援。 

150万円/年（最長 2年間） 

※南阿蘇村農業研修生受入協議会は県認定研修機関の認定を受けています。 

新規就農者育成総合対策（経営開始資金） 

50歳未満で独立・自営就農直後（3年以内）の経営確立を支援。 

認定新規就農者になることなどが条件。最大150万円/年（最長 3年間） 

農業経営を開始するために必要な農機具購入、ハウス施設導入などの資金を支援。 

認定新規就農者になることが条件。 

単身の場合の融資限度額は 3,700万円（無利子で貸付） 

青年等就農資金 



 

 

 

 

 

 

 

村の支援制度 
 

 

個人が農業に参入する場合の要件として、農地取得後の農地面積の合計が５０アール以上になることが必

要となっています。ただし、この面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能となっ

ています。 

現在の新規就農者の中には、施設野菜等（トマト、ミニトマト、アスパラガス、花卉）の作付けをしている

者が大半を占め、２０アール規模の農地にハウスを設置し、営農を開始しています。新規就農者等の受入促

進により農地の有効利用等を図る観点から、令和元年 5月より、施設野菜。施設園芸のみ新規就農者の下限

面積を 20アールとして別段面積を定め、就農しやすい環境を整えています。（※親元就農は対象外）  

新規就農者向け下限面積の別段面積の設定（20アール） 

下限面積の別段面積の設定 

南阿蘇村に居住し、農業後継者及び新規参入者であって就農後３年未満の者に「農業資材等の購入」に対し

補助。 

一人当たり２０万円（夫婦の場合３０万円）を上限。 

新規就農参入者支援事業（就農支援金） 

新規参入者の定住促進、就農支援のための住居費補助。 

新規参入者が南阿蘇村内で賃貸住宅に居住する場合、月額３万円を上限。 

新規就農参入者支援事業（家賃補助） 

青色申告促進のため、農業経営管理や経営改善及び情報収集に資するパソコン購入補助で、タブレットやデ

ジタルカメラは対象外。また、パソコン付属品のみの機材等についても対象としていません。 

対象経費の２分の１以内。５万円を上限。 

経営管理機材導入促進事業（農業簿記） 

本村の就農支援制度 

規模拡大、施設の更新、また施設園芸への経営転換を図るために新設・増設するハウス資材購入補助を行っ

ています。 

ハウスは対象経費の２分の１以内。２００万円を上限。電照設備等は１戸当たり２０万円を上限。 

施設園芸振興対策事業（初期投資軽減） 

南阿蘇村堆肥センターで購入した有機堆肥購入の補助。対象経費の２分の１以内。ただし５万円を上限。 

有機農業農産物推進事業（土づくり） 



 

 

 

 

 

 

 

子育て支援制度 
 

 

お子さんの誕生を祝うために、村からお祝い金の支給を行っています。第 1 子第 2 子一人 50,000 円、第 3

子以降一人100,000円を支給します。（出生届と同時に申請が必要です）※条件有 

すこやか出産祝い金 

子育てに関する支援制度 

村に住所を有する方が第3子以降の子どもを出産し、そのお子さんが満3歳に達した場合、一人20万円を

支給されます。 

すこやか成長祝い金 

非課税世帯を対象に、粉ミルクを月 1缶支給しています。（1歳まで）※条件有 

母子栄養食品助成事業 

0 歳～満18歳に達する日以後の最初の3月 31日までのお子さんの医療費を全額（高額療養費・付加給付分

を除く）助成します。受給者カードを医療機関の窓口で提示していただくと、支払いが不要になります。 

乳幼児・子ども医療助成 

購入費の半額（3万円上限）を助成します。 

チャイルドシート購入費助成 

経済的な負担の軽減と子育て支援を目的として、学校給食費の1/2を補助します。 

小中学校の給食費半額助成 

小学校及び中学校入学時に村よりそれぞれランドセル、通学かばんの贈呈を受けられます。 

ランドセル・中学校カバンの無料贈呈 

経済的は理由で就学が困難な場合に給食費と学用品費の一部などを助成します。 

就学援助 

住宅支援 

村空き家・空き地バンクに登録後、一定の要件を満たすと、家財道具の撤去や家の改修工事の費用の一部を補助

しています。また、お試し移住体験も行っています。 

 

空き家・空き地の案内・助成金・お試し移住体験 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《お問合せ先》 

南阿蘇村農業研修生受入協議会 

南阿蘇村役場農政課内 
〒869-1404 

熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 1705番地 1 

TEL 0967-67-2706 FAX 0967-67-0115 

MAEL nosei1@vill.minamiaso.lg.jp 

 

 
 

待ってるばいー！ 


